
の見積書は、福山地区消防組合用の様式を使用してください。

2026年8月20日

希望納期

1 保健予防課 22737 HPVワクチン接種勧奨はがき 搬入 1,500枚 保健予防課仕様書のとおり

印　刷　見　積　仕　様　書
★本案件は、福山市内に本店を有する方のみご参加いただけます。★

番号 要求課
負担行
為番号

品名 品質規格その他 納品方法 数量呼称 納品場所

                                                    見積書提出用メールアドレス【chotatu＠city.fukuyama.hiroshima.jp】

までに見積書を資産活用課へ提出してください。

　なお、見積書は番号ごとに分けてください。※見本は要求課に返却すること※

　見積書は所定の様式で提出をお願いします。
　見積金額は契約希望金額から消費税相当額を除いた額を記載してください。
　本案件についての質問がある場合は、案件公開週の木曜日までに質問書を提出してください。回答の公表は金曜日を予定しています。
　見積り合わせの結果については書面又は福山市ホームページにより公表しますので、落札された場合は、公表の日から原則５日以内に発注書を受領（契約締結）
してください。
　見積書を提出された場合は、福山市契約規則第３条に基づき、請書をもって契約書に代えること、又は第４条に基づき、見積書をもって契約書に代えることに同意
していただいたものとします。　なお、契約の履行については、地方自治法施行令、福山市契約規則及び福山市物品調達契約約款の定めるところとします。

　次に掲げる物件について、 ２０２６年７月７日(火)

※何番の見積書であるかを必ず見積書内に記載してください。　手書き可。　例）⑤　例）No.５　例）番号：５



No.1 仕様書 
１ 品名 

  ＨＰＶワクチン接種勧奨はがき 

 

２ はがきの規格等 

  規格寸法：はがき１０５mm×１４８mm 

紙  厚：上質紙１８０ｋｇ 

  印刷様式：フルカラー両面印刷 

鮮明に印刷すること 

  加  工：圧着なし 

  印刷内容：原稿を電子データ渡し 

       表面に宛名を印刷 宛名データについては、別途提供 

  文  字：宛名等はＭＳ明朝、原稿の文字はデータとおり 

特  殊：料金後納郵便にて使用できるようにすること 

  数  量：１，５００枚（内１０枚は予備） 

 

３ その他仕様について 

宛名データについては、次の通り 

① 外部記録媒体については、直接手渡しとする。 

② 宛名データの提供日は要相談。（７月中旬ごろの予定） 

③ 福山市が提供するデータについては、別途提供する「宛名データ受渡要領」を参照するこ

と。個人情報については、別記「個人情報取扱特記事項」に基づき取り扱うこと。 

④ 宛名データと合わせて Unicode外字と RSFontを提供するので、使用すること。 

 

はがきを提供するデータ順に並べ、箱詰めし、保管すること。（箱詰めは、はがきの順番が容

易に分かるものとすること。） 

  また、箱は納入業者にて準備すること。 

  後日、はがきの抜き取りを行う場合があるため、抜き取りが容易な方法で保管すること。 

 

４ 校正回数 

  ２回 

 

５ 納品場所 

  すこやかセンター４階 保健予防課 

 

６ 納期 

納品期限：２０２６年（令和８年）８月６日（木） 

不備が生じた場合における補正後の最終納品期限：２０２６年（令和８年）８月２０日（木） 

 

 

 

担当：保健予防課 小林 

ＴＥＬ：０８４－９２８－１１２７ 



別記

個人情報取扱特記事項

（基本的事項）

第１ 受注者は、この契約による業務（以下「業務」という。）を行うに当たっては、個人情報

の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に基づき、個人の権利利益を侵害することの

ないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。

（秘密の保持）

第２ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な

目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。

（取得の制限）

第３ 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成するた

めに必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。

（目的外利用・提供の禁止）

第４ 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を

利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。

（安全管理措置）

第５ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人

情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

（アクセス記録の管理）

第６ 受注者は、個人情報に対するアクセス記録（認証、アクセス、利用状況及び外部記録媒体

利用等）を適切に記録及び管理し、発注者から求められたときは、そのアクセス記録及び管理

の状況を報告しなければならない。

（従事者への周知及び監督）

第７ 受注者は、業務に従事している者（以下「従事者」という。）に対し、在職中及び退職後

において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の

安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。

（個人情報の持ち出しの禁止）

第８ 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等をこ

の契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。

（複写・複製の禁止）

第９ 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された

個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

（個人情報の返還又は廃棄）

第10 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが取得した個人情報が記

録された資料等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還し、又は廃

棄しなければならない。

（取扱状況の報告及び調査）

第11 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して、業務を処理するために取り扱う

個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。

（漏えい等の発生時における報告）



第12 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係

る事態が発生し、又は発生したおそれがあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、発

注者の指示に従わなければならない。

（契約解除）

第13 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合

は、この契約を解除することができる。

（損害賠償）

第14 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）

のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。



郵 便 は が き

料金後納

郵便

HPV予防接種のご案内
（問い合わせ先）福山市保健予防課

０８４－９２８－１１２７

〒〇〇〇ー〇〇〇〇
福山市〇〇町〇番〇号

○○ ○○ 様

HPVワクチン が

無料で接種できるのは

今年度が最後です！



※このはがきは、２０２6年5月３１日時点で定期接種を完了されていない方、

接種完了後に他市町へ転出し、再度転入された方にお送りしています。

すでに接種している方には、行き違いのご案内になりますがご了承ください。

実施医療機関一覧など、

詳しくはこちらからご覧ください。

保健予防課又は各支所の保健事業実施課へご連絡ください。

※福山市外で接種される場合は、接種前に申請が必要です。

子宮頸がんの原因となるウイルスを
８０～９０％予防することができます。

HPVワクチンの効果は？

接種のスケジュール（合計３回）

１回目 ２回目 ３回目

０か月 ６か月２か月

完了までに約６か月が必要です。

体調の良い時に、早めに接種しましょう。

公費で受けられるのは

２０２７年

３月３１日まで
４月以降は

全額自己負担に

（約１０万円かかります）

今年度を

逃すと

※まだ １ 度も接種を受けていない人は、９ 月までに接種を開始してください。

高校１年生
相当の女子が


